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現代日本学概論 I「現代日本における職業」

第3講　雇用をめぐる法と政策 (1)

田中重人 (東北大学文学部教授)

[テーマ] 労働法の基礎知識

1 前回宿題について
[課題] つぎの各項目間の関係について整理して述べよ：「労働契約」、「就業規則」、「労使協定」（ま
たは労使委員会決議）、「労働協約」、労働基準法などで定められた労働条件の基準

[解答例] 「労働契約」は、使用者が個別の労働者と結ぶ、労務内容や労働条件についての契約。「就
業規則」は、各事業場においてのルールを使用者が定めるもの。「労働協約」は使用者と労働組合が
締結する、労働条件についての取り決め。法的な優先順位は「労働契約」→「就業規則」→「労働
協約」の順に高くなり、順位の低いほうの規定が高いほうの基準を満たしていない場合には、低い
ほうの規定が無効となり、高いほうの基準が適用される。これらのいずれも、労働基準法などが定
める労働条件の基準を下回ることはできない。ただし、労働者の過半数が加入する労働組合 (また
は過半数代表者) と使用者が締結する「労使協定」、または労使双方が参加する労使委員会の決議に
よって基準を緩めることが、法律上認められている場合がある。

かなり複雑な話で読み取るのがむずかしいのですが、ポイントは、

• 労働者個人と使用者 (会社) との契約以外に
• 就業規則を通じた行政的な規制
• 労働組合による集合的な交渉 (→労働協約)

• 法的な規制による最低基準の設定
• 職場の実情にあわせた法規制の部分的緩和 (→労使協定)

を通じて労働者の権利保護を図る仕組みになっていることです。

• 他の種類の契約、たとえば不動産賃貸契約や銀行口座の開設と比較してみたり、学生と大学の間で紛
争が生じたときに学生側が主張を通すために使える根拠は何か、など考えてみるといいと思います。

• 「労働契約」「労働協約」「労使協定」「就業規則」などが何を意味しているのかがわかるように書い
てください

• 誤字に注意

参考資料 (水町 2010) 読解上の注意点：



• 「労使協定は労働協約，就業規則，労働契約といった労働法上の法源とは異なり，基本的に労働者
と使用者間の権利義務を設定する効果を持たない」(p. 90) →「法源」(source of law) の意味

• 「労基法の定める基準を下回る労働基準を定める当事者間の合意 (労働契約)」(p. 90) とある部分
は「労働契約」の定義ではありません (「労基法の定める基準を下回る労働基準を定める労働契約」
と言い換えてもよい、という意味)

• 「労働協約が締結されたり内容が変更されたりした場合には，就業規則もそれに従って書き換えら
れることになる」(p. 95)

2 「労働」とは
労働法における「労働」とは、「使用者」の指揮監督に従って「労務」を提供し、その対価として賃金

を受けることをいいます。
統計における「労働」(自営業者の仕事や家族従業者としての無償の活動もふくむ) や、経済学におけ

る「労働」(付加価値を生み出す活動一般を指し、家事やボランティアなどの無償労働 (unpaid work) を
含むことがある) とは示す範囲が違うので注意してください。

3 労働法とは
一方が労務を提供し、それに対して他方が賃金を払うという契約を「労働契約」といいます。労働契

約に基づいて発生する「労働者」と「使用者」の関係が「労働関係」、労働関係に関連する法の総称が
「労働法」です。
労働契約の当事者のうち、労務を提供する側を「労働者」といいます。もう一方の当事者 (労務の提

供を受け、賃金を支払う側) と、その代理として労働者の指揮監督に当たる者をあわせて「使用者」と
いいます。一般的には「会社」「雇用主」などと呼ばれているものを、法律の世界では「使用者」という
特殊な用語で呼んでいるので、注意してください。
誰が「労働者」で誰が「使用者」であるか、また当該の関係が労働関係といえるかどうかの区別は法

律上非常に重要で、それによって、適用される法律がまったくちがいます。その判断基準としては、仕
事を依頼されたときに断れるか (諾否の自由)、時間的拘束の有無 (自分の好きな時間に仕事できるか)、
使用者による指揮監督に従う義務があるか (命令を聞かなくても、約束した成果を期限内におさめてさ
えいればいいか)、本人が働かなければならないか (再委託の可否) などがあります。ただ、これらの境
界はあいまいで、判断は微妙なことがよくあります (大内・内藤 2010)。建設作業の請負業者や、運送業
者、芸能人、フランチャイズ店経営者などの事例を考えてみてください。
法律上の規定はつぎのようになっています。

労働契約法 第 2条: この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金
を支払われる者をいう。／ ２　この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に
対して賃金を支払う者をいう。

第 3条: 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は
変更すべきものとする。
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第 4条: 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解
を深めるようにするものとする。 ／ ２　労働者及び使用者は、労働契約の内容 (期間の定
めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものと
する。

第 6条: 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支
払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する

近代資本主義社会の初期には、労働契約は、通常の商取引における契約と同じとみなされていました。
当事者同士の契約の自由が原則であり、政府が介入したり、労働組合を結成して集団的に交渉したりす
ることは禁止されていました。
しかしそれではいろいろとまずいことが起きることがわかってきたため、契約の自由を規制する仕組

みが徐々に発達してきました。今日では、労働は特殊な領域とみなされており、「労働法」と呼ばれる独
自の法体系が成立しています。(→次回)

4 労働憲章

労働基準法の第 1章、第 2章には、労働者の権利保護のための事項が並んでおり、「労働憲章」と呼ば
れます。

4.1 労働者の自由

• 強制労働の禁止 (5条)

• 中間搾取の禁止 (6条) →職業安定法、労働者派遣法
• 公民権行使の保障 (7条)

• 労働契約不履行に関する違約金の定めの禁止（16条）→いわゆる「お礼奉公」の問題
• 前借金相殺と強制貯金の禁止 (17条、18条)

4.2 未成年者の保護

• 児童労働の禁止 (15歳になった後の 3月 31日まで)

• 18歳未満の労働者の坑内労働、危険業務の禁止 (62条、63条)

• 未成年者の深夜労働の禁止、労働時間の制限
• 親権者、後見人による労働契約締結と賃金受け取りは禁止されている (契約の解除はできる)

4.3 差別の禁止

• 国籍・信条・社会的身分による差別の禁止 (3条)

• 性別による賃金差別の禁止 (4条) → 男女雇用機会均等法
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5 賃金

5.1 賃金とは

「賃金」とは、労働の対償として使用者によって支払われるものをいいます。賞与・見舞金・退職金
などが「賃金」にあたるかどうかはグレーゾーンですが、おおむね、就業規則に定めがあるかどうかに
よって判断されます (定めがあれば賃金)。
賃金の支払いに関しては、つぎの原則があります。

• 直接払い (中間搾取の禁止)

• 全額払い → ただし、税金や社会保険料などについては、法律に基づいて天引きすることができる
• 定期払い……毎月 1回以上、期日を決めて支払う

5.2 最低賃金

最低賃金法に基づき、都道府県別に最低賃金 (時給)が定められています<http://saiteichingin. info>。
これは各都道府県の「最低賃金審議会」が定めるもので、この審議会には、労働者と使用者側から同数
の委員が参加します。
この最低賃金が、使用者が支払うべき賃金の最低限度の基準ということになります。

6 労働時間

労働者が使用者の指揮命令を受けて業務に従事している時間を「労働時間」といいます。

• 仮眠時間や研修へ参加している間も、通常は「労働時間」とされる
• 着替え・準備などの時間は境界線上にある

6.1 労働時間と休日の基本的な規定

労働時間は、週に 40時間、1日 8時間をこえてはならない (労働基準法 32条) ことになっています。
ただし、職場によって事情があることを考慮して、種々の例外が設けられています。

• 災害等緊急の場合
• 労働者の過半数代表との「労使協定」による場合 (労働基準法 36条、下記参照)

• 変形労働時間、フレックス・タイム、裁量労働制など

使用者は、労働時間の途中に、一定の休憩時間を与えなければなりません (労働基準法 34条) 。1日
の労働時間が 6時間をこえる場合には 45分以上、1日の労働時間が 8時間をこえる場合には 1時間以上
というのが最低限度の基準です。

1週間にすくなくとも 1日は休日とする必要があります (労働基準法 35条)。
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6.2 時間外労働

使用者は、労働者の過半数代表と書面での協定 を結び、労働基準監督署に届け出ることによって、時
間外あるいは休日の労働を命じることができます (労働基準法 36条)。

• 坑内労働や年少者の労働を除き、時間外労働の上限の規定はない
• ただし、厚生労働省では一定の基準を定めており (およそ週に 15時間以内)、労働基準監督署では
それに従った指導がおこなわれる

• 過半数代表は民主的な手続き で選ぶことが重要

時間外・休日の労働については、25–35%割増の賃金を支払わなければならないことになっています。

6.3 弾力的労働時間制

• 変形労働時間制
• フレックス・タイム制
• 事業場外労働、裁量労働と「みなし労働時間」

6.4 年次有給休暇

使用者は、6ヶ月以上続けて勤務した労働者に対しては、年間 10–20日の有給休暇を与える義務があ
ります。この日数は、勤続期間に応じて長くなります。一方、週に 4日以下しか働かないパートタイム
労働者については、日数は少なくなります。

7 就業規則と労働行政
「就業規則」とは、賃金・労働時間などの労働条件について、その職場 (事業場) での統一基準、職場
のルール、違反があった場合の罰則などについて定めた規則をいいます。ふだん 10人以上の労働者を使
用している使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届けなければなりません。

7.1 就業規則の内容

就業規則には、労働時間、賃金、退職などの重要事項を必ず定めます。また、退職手当、臨時の賃金、
食費などの労働者負担、安全・衛生、職業訓練、災害補償・懲戒などの規定を定めたい場合には、これ
らは就業規則に書いておく必要があります。

7.2 労働側意見の聴取

就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければ
なりません。過半数を組織する労働組合があれば、その組合と話し合えばよいのですが、そうでない場
合は、労働者のなかから投票などの方法によって「過半数代表」を選びます。

• 過半数代表は、就業規則について、「意見書」を提出することができる。
• 作成・変更した就業規則は、労働者に周知しなければならない。
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7.3 届出

作成・変更した就業規則 (過半数代表からの意見書がある場合はそれも) は、各都道府県にある労働
基準監督署に届けます。労働基準監督署では、提出された就業規則を点検します。法律の規定などに抵
触している部分があれば、変更命令を出します。

7.4 不利益変更の制限

就業規則を労働者の不利な方向に変更することは法律上制限されており、不利益を被る労働者の合意
を得ていなければ無効になることがあります (その不利益変更が企業の経営上必要であって、労働者の
被る不利益がそれほど大きくなければ、効力が認められることもあります：労働契約法 9, 10条)。

8 集団的労働関係
労働者には、組合を結成して使用者と団体交渉をおこなう (場合によってはストライキなどの争議手

段をとる) 権利があります。「団結権」「団体交渉権」「争議権」を「労働三権」といいます。

日本国憲法 28条: 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
これを保障する。

労働組合 (labor union / trade union) に関する具体的な事項を定める法律が労働組合法です。

労働組合法 第 2条: この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条
件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はそ
の連合団体をいう。……

第 6条: 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために
使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

第 7条〔不当労働行為の禁止〕: ……労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加
入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの
故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働
者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること……

第 8条: 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたこ
との故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

第 16条: 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契
約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところに
よる。……

労働組合と使用者との書面による協定のことを「労働協約」といい、その規定内容は、就業規則や個別
の労働契約に優越します。労働協約は、基本的には、組合員だけに適用されるものですが、3/4以上の
労働者を対象とする労働協約については、組合に加入していない労働者も対象となります。
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9 宿題
つぎのことについて説明せよ：

(1) 「共有地の悲劇」とはどういうことを指すか。
(2) 近代初期の社会における使用者と労働者との関係には、「共有地の悲劇」とどのような点で類似性が
あるか
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